
「
平
丸
名」

賀
来
荘
平
丸
名
は
ど
こ
に
あ
っ

た
の
か
。

先
人
諸
氏
の
懸
命
な
研
究
に
よ
っ

て
も
そ
の
比
定
地
は
現
在
も
な
お
不
詳
で
あ
る
。

本
稿
は
平
安
末
期
か
ら
室
町

期
に
か
け
て、

杵
原
宮
を
千
代
丸
名
と
と
も
に
支
え
た
有
名
な
平
丸
名
の
故
地

を、

大
胆
な
推
測
を
交
え
て
断
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

大
方
の
ご
叱
正
を
い
た

だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

賀
来
荘
の
名
に
つ
い
て

大
化
改
新
に
よ
っ

て
日
本
の
土
地
制
度
は
「
公
地
公
民
制」

と
な
っ

た
が、

そ
の
後
「
三
世
一

身
の
法」

や
「
墾
田
永
代
私
有
令」

が
出
さ
れ、

各
地
に
荘

園
が
広
が
る
こ
と
と
な
っ

て、

公
領
（
国
術
領
）

と
並
行
し
て
い
く
い
わ
ゆ
る

「
荘
園
公
領
制」

が
戦
国
時
代
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。

中
世
の
「
荘
園
制
」

研
究
の
大
家
で
あ
る
渡
辺
澄
夫
氏
は、

「
豊
後
国
由
原
八

幡
宮
領
荘
園
の
研
究」

佐

藤

末

喜

で，

賀
来
荘
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い

「
名
で
は
最
も
早
く
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
平
丸
名
の
外
に、

鬼
藤
名
・

治
郎
丸

名
・

鬼
藤
放
和
田
上
名
・

千
代
丸
名
・
乙
丸
名
・

及
び
小
野
津
留
郷
な
ど
が
あ
り、

若
干
問
題
の
あ
る
も
の
に
藤
末
名
・

秋
藤
名
・

福
楽
名
・

久
武
名
・

生
石
名
（
生

石
村
）

等
が
あ
る。

こ
の
う
ち
規
模
が
判
明
す
る
も
の
は
平
丸
名
三
十
丁
歩
だ

け
で
他
は
全
く
不
明
で
あ
る
。

今
日
名
の
所
在
を
知
り
得
る
も
の
は、

千
代
丸

る
。

は
じ
め
に

の
比
定
地
に
つ
い
て

古
墳
（
史
蹟
）

の
あ
る
千
代
丸
名
と，

名
で
は
な
い
が
小
野
津
留
郷
•

生
石
名

等
に
過
ぎ
な
い
。
」

渡
辺
氏
が
若
干
問
題
あ
り
と
さ
れ
る
の
は、

し
て
い
た
の
か
ど
う
か
で
あ
ろ
う。

な
お
千
代
丸
名
の
規
模
は
十
三
町
と
史
料

で
確
認
で
き
る
。
（
至
徳
元
年・
一

三
八
四
年、
一
一

月
由
原
宮
八
カ
度
祭
礼
は、

千
代
丸
名
一

三
町
の
役
と
し
て、

地
頭
賀
来
掃
部
助
に
先
規
の
通
り
勤
仕
す
る

よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

前
備
前
守
某
連
署
奉
書
）

こ
こ
で
注
目
す
べ

き
は
掲
げ
ら
れ
た
名
の
名
前
で、

丸
が
つ
く
の
が
平
丸

名
・

千
代
丸
名
・

乙
丸
名
・

治
郎
丸
名
と
四
つ
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

あ
る
い

は
こ
の
時
期、

こ
の
地
方
で
普
遍
的
な
地
名
の
呼
び
名
で
あ
っ

た
の
か
も
し
れ

な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
段
平
丸
名
の
地
名
の
項
で
触
れ
た
い
。

賀
来
荘
の
立
荘
は
「
一

条
院
の
御
宇，

長
徳
四
年
（
九
九
八
年）

宇
佐
宮
に
準

じ
て
三
三
年
ご
と
に
宝
殿
以
下
の
殿
舎
の
造
替
が
始
ま
っ

た
が，

賀
来
荘
を
そ

の
料
所
と
な
す
」

と
あ
る
記
事
が、

建
武
四
年
(
-

三
三
七
年
）

原
宮
神
官
社
僧
棟
等
申
状
並
具
書
等
案」

に
あ
る
が、

史
料
上
の
初
見
は
治
承

元
年
(
-
―

七
七
）

八
月
十
八
日
の
大
春
日
立
並
下
文
に
「
下
賀
来
御
荘
神
官

百
姓
等
所」

と
あ
る
。

約
二

百
年
前
に
荘
園
と
し
て
阿
南
郷
か
ら
分
立
し
て
い

た
と
い
う
の
は
疑
問
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

の
「
八
幡
由

し
か
し
別
の
史
料
に
「
鳥
羽
院

の
御
宇、

大
宮
司
大
神
広
房
が
勅
勘
を
蒙
り、

贈
左
大
臣
家
（
時
房）

が
領
家

職
を
拝
領
し
て
次
第
相
伝
し，

正
応
二

年
(
―

二
八
九
年
）

頃
は
勘
解
由
小
路

殿
の
御
領
に
な
っ

た
」

と
い
う
記
録
が
あ
る
。

鳥
羽
院
の
治
世
は
一
―

二
九
年

1
-
―

五
六
年
で
あ
る
か
ら、

そ
の
間
に
由
原
宮
大
宮
司
を
領
家
と
し
て
賀
来

荘
が
阿
南
郷
か
ら
分
立、

立
荘
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
名
が
並
列
し
て
存
在
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史
料
で
み
る
平
丸
名

平
丸
の
初
見
は
一
―
―――
九
年
（
保
延
五
年）

の
杵
原
文
書
で
あ
る。

平
丸
郡

司
藤
原
貞
助
が、

阿
南
郷
内
黒
田
里
九
坪
の
一

町
歩
の
土
地
を、

大
般
若
経
修

理
料
田
と
し
て
由
原
八
幡
宮
に
寄
進
し
た
と
い
う
史
料
で
あ
る．

西
別
府
元
日
氏
に
よ
れ
ば
「
し
か
し
平
丸
郡
と
い
う
郡
が
な
い
こ
と、

し
か
も

後
の
賀
来
荘
に
含
ま
れ
る
大
般
若
経
修
理
料
田
の
所
在
地
を、

阿
南
郷
内
と
し

て
い
る
の
で、

こ
の
当
時
に
別
名
と
し
て
の
平
丸
・

賀
来
の
成
立
を
考
え
る
こ

と
は
で
き
な
い。

平
丸
郡
司
と
は
お
そ
ら
く
阿
南
郷
内
黒
田
里
九
坪
を
含
む
平

丸
地
区
を
私
領
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
大
分
郡
司
の
ひ
と
り
が、

他
の
郡
司

と
区
別
す
る
た
め
に
自
称
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。
（
中
略）

い
ず
れ
に
し

ろ
賀
来
が、

徴
税
単
位
と
公
認
さ
れ
た
あ
と
荘
園
と
な
っ
た
の
は』
治
承
元
年

（
―
-

七
七）

以
前
で
あ
る
か
ら、

十
二
世
紀
の
後
半
に、

別
名
・

平
丸
名
が

成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る。」

と
解
説
さ
れ
て
い
る。
（
大
分
県
歴
史
辞
典）

に
「
即
至
干
造
食
米
者、

名
と
し
て
は、

由
原
宮
仮
殿
造
営
に
係
る
治
承
四
年
十
一

月
の
豊
後
国
留
守
帖

以
賀
来
荘
年
貢
米
並
平
丸
所
当
米、

令
勤
造
例
也」

と
見
え
る
の
が
初
見
で
あ
る。

治
承
四
年
は
一
―

八
0
年
で
あ
る
か
ら
こ
の
こ

ろ
に
す
で
に
別
名
と
し
て
平
丸
名
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う。

平
丸
郡
司
と
自
称
し
た
藤
原
貞
助
は
国
衛
官
人
で
お
そ
ら
く
大
分
郡
司
で
あ

ろ
う
が、

条
里
制
地
割
内
の
荒
地
開
墾
を
国
衝
か
ら
許
可
さ
れ
私
領
化
し
て
い

た
も
の
で
あ
ろ
う。

し
か
も
藤
原
一

族
は、

大
分
郡
の
郡
司
職
を
世
襲
す
る
家

と
し
て、

土
地
・

農
民
に
対
す
る
支
配
権
を
公
認
さ
れ
て
い
た
の
で
領
主
性
的

支
配
を
別
名
平
丸
名
を
拠
点
に
展
開
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る。
一

〇
六
九

年
に
発
令
さ
れ
た
延
久
荘
園
整
理
令
は
荘
園
の
乱
立
を
防
止
す
る
た
め、

荒
野

て
阿
南
荘
が
立
荘
し
た
の
は、

寛
喜
二
年、

を
開
発
し
た
領
主
の
農
民
に
対
す
る
支
配
権
を
認
め、

こ
れ
を
別
名
と
し
て
支

配
機
構
の
一

翼
を
担
わ
せ
る
こ
と
に
し
た。

同
時
に
公
田
部
分
を
再
開
発
し
た

郡
司
や
郷
司
に
も
同
様
の
支
配
権
を
認
め、

さ
ら
に
郡
司
・

郷
司
と
し
て
治
政

に
当
た
っ
て
き
た
地
域
を
も
所
領
と
し
て
承
認
す
る
よ
う
に
な
っ
た。

藤
原
貞

助
の
登
場
は
こ
う
し
た
全
国
的
な
動
き
の
一

環
で
あ
る。

歴
代
の
豊
後
国
司
を
一

覧
し
て
み
る
と、

良
吏
と
し
て
有
名
な
藤
原
園
人

（
七
九
一

年）

を
筆
頭
に
藤
原
真
書
（
八
0
四
年）
•
藤
原
世
数
（
八
五
九
年）
．

藤
原
廣
守
（
八
六
五
年）
•

藤
原
智
泉
（
八
七
九
年）
•

藤
原
國
昌
(

1

0

0

七

年）
•

藤
原
孝
理
(

1

0

一

三
年）
•

藤
原
棟
隆
(

1

0

三
三
年）
•

藤
原
忠
理

(
-
―
――-
0
年）
•

藤
原
頼
輔
（
一
―

六
0
年）

な
ど
多
数
が
赴
任
し
て
き
て
お

り、

特
に
藤
原
頼
輔
は
一
―

六
六
年
に
知
行
国
主
と
な
り、

国
司
に
息
子
の
頼

経
・

宗
長
を
派
遣
し
て
権
力
を
縦
横
に
振
っ
て
い
る。

こ
の
よ
う
な
豊
後
国
の

状
況
か
ら
判
断
し
て、

郡
司
藤
原
貞
助
は
い
ず
れ
か
の
藤
原
氏
に
係
属
し
た
人

物
で、

国
術
官
人
と
し
て
土
着
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

阿
南
郷
の
立
荘

「
六
年
に
一

度、

国
衝
が
調
進
し
て
き
た
由
原
宮
大
神
宝
が、

近
来
郷
々
の

地
頭
が
協
力
し
な
い
た
め、

調
進
困
難
と
な
っ
た
の
で
阿
南
郷
の
所
当
を
も
っ

て
調
進
す
る
こ
と
に
し
た」

と
い
う
理
由
で、

阿
南
本
郷
並
び
に
平
丸
名
を
一

円
不
輸
の
神
領
と
す
る
国
司
庁
宣
が
発
せ
ら
れ
た。

豊
後
国
最
後
の
荘
園
と
し

一

三―-
0
年
の
こ
と
で
あ
る。

天

福
元
年
(
―
二
三
三
年
七
月
一

七
日、

由
原
宮
は
所
当
不
足
に
よ
る
神
事
欠
怠

を
理
由
に
一

円
不
輸
神
領
と
し
て
の
官
符
宣
を
請
う。

翌
一

八
日
阿
南
荘
•

平
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平
丸
名
三
拾
町

様
を
示
し
て
い
る
が、

平
丸
名
が
賀
来
荘
内
に
あ
り
な
が
ら、

本
荘
と
並
列
し

て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

賀
来
本
荘
弐
百
町
の
領
家
一

条
前
左
大
将
家
室
家
と
は、

鳥
羽
院
の
時
大
宮
司

大
神
広
房
が
勅
勘
を
被
り、

贈
左
大
臣
家
（
平
時
信）

が
領
家
職
を
拝
領
し
て

豊
後
国
図
田
帳
は、

一

応
の
完
成
を
み
た
荘
園
公
領
制
下
の
士
地
所
有
の
模

弘
安
八
年
（
一
―
一
八
五
年）

の
豊
後
国
図
田
帳
に
よ
る
と

ま
る
（
丸）

地
名
の
語
源
に
つ
い
て

あ
る。

由
原
宮
へ
の
支
援
を
牽
引
し
て
い
る
。

丸
名
を
不
輸
神
領
す
る
官
宣
旨
が
下
さ
れ、

国
免
荘
か
ら
勅
免
荘
に
変
更。

領

家
職
は
一

条
家、

由
原
宮
は
預
所
職
を
帯
び
る
こ
と
と
な
っ

た
。

寛
喜
二
年
の

豊
後
国
司
庁
宣
に
は
「
か
の
大
神
宝
用
途
と
し
て、

阿
南
郷
を
も
っ

て
永
く
寄

せ
た
て
ま
つ
る
と
こ
ろ
な
り、

う
る
の
で
あ
る
。

豊
後
国
図
川
帳

た
ま
た
ま
か
の
郷
内
の
平
丸
名
は、

も
と
よ
り

神
宝
修
理
用
途
に
寄
せ
奉
る
と
こ
ろ
な
り、

本
郷
な
ら
び
に
平
丸
名
を
も
っ

て、

か
の
用
途
と
な
す
べ
き
な
り」

と
あ
る
。

こ
の
時
期、

平
丸
名
は
阿
南
荘

に
厖
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が、

一

方
で
こ
れ
以
前
に
す
で
に
平
丸
名
は
神

宝
修
理
用
途
料
と
し
て
由
原
宮
に
省
進
さ
れ
て
い
た
こ
と
が、

一
―

八
八
年
の

留
守
所
帖
や、

―

二
三
四
年
の
備
後
僧
都
幸
秀
寄
進
状
に
よ
っ

て
判
明
し
て
い

る。

阿
南
荘
の
立
荘
に
よ
っ

て
豊
後
国
の
荘
園
公
領
制
が
完
成
を
見
た
と
い
い

賀
来
荘
弐
百
三
拾
町

本
荘
弐
百
町

領
家
一

条
前
左
大
将
家
室
家、

地
頭
職
賀
来
五
郎
惟
永
法
名
願
連

領
家
山
法
師
備
後
僧
都
幸
秀、

地
頭
同
前

相
伝
勘
解
由
小
路
殿
（
一

条
前
左
大
将
家
御
後
室
積
太
夫
殿
御
女）

領
と
な
っ

た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

由
原
宮
は
無
役
と
な
っ

て
い
る
。

地
頭
の
賀
来
五
郎

惟
永
は、

豊
後
大
神
氏
の
庶
流
で
あ
る
佐
伯
三
郎
惟
家
が
治
承
三
年
に
領
家
か

ら
下
司
職
に
補
任
さ
れ
た
の
を
始
ま
り
と
し
て、

代
々
相
伝
し
て
き
た
一

族
で

あ
る
。

貞
応
三
年
(
―

ニ
ニ
四）

惟
綱
が、

承
久
の
乱
の
恩
貨
と
し
て
新
補
地

頭
職
の
下
文
を
賜
っ

た
。

こ
の
賀
来
氏
は、

由
原
宮
と
相
論
を
繰
り
返
し、

在

地
領
主
的
発
展
を
遂
げ、

後
に
は
大
友
氏
の
家
臣
と
し
て
も
董
き
を
な
し
た
。

な
お
賀
来
氏
は
本
荘
と
平
丸
名
の
地
頭
を
兼
帯
し
て
い
る。

平
丸
名
の
領
家
・

山
法
師
備
後
僧
都
幸
秀
は
不
可
解
な
人
物
で
あ
る
。

天
台

宗
の
僧
侶
で
由
原
宮
の
宮
師
で
も
あ
り、

豊
後
国
内
に
所
領
を
広
く
持
ち、

大

友
能
直
と
も
関
係
深
く、

能
直
八
男
・

志
賀
能
郷
を
養
子
と
す
る
こ
と
で
勝
津

留
を
能
直
に
譲
渡
し
て
も
い
る
。

阿
南
荘
の
預
所
職
で
も
あ
る
が、

平
丸
名
の

領
家
と
し
て

て
い
る
こ
と
は
生
存
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で、

相
当
な
高
齢
者
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

今
後
の
研
究
対
象
に
挙
げ
た
い
人
物
の
ひ
と
り
で

い
1
丸
の
形
の
地
名
な
ど
。

④
ー
バ
ル
（
張）

楠
原
佑
介
氏
の
地
名
用
語
語
源
辞
典
に
よ
れ
ば
「
①
円
形、

球
形
を
示
す。

山
名、

川
の
曲
流
部、

山
裾
の
湾
曲
部、

円
形
の
田
や
山
間
小
平
地
な
ど
。

②

中
近
世
の
城
郭
の
部
分
を
示
す
用
語。

③
ー
バ
ル
（
原）

の
転。

北
九
州
に
多

の
転
か
。

全
国
的
に
丘
陵
・

台

―

二
八
五
年
の
図
田
帳
に
も
名
前
が
出
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結
論
を
先
に
出
し
た
が、
ま
ず
地
名
「
平」

平
丸
名
は
東
院
で
あ
る

市
大
字
東
院
で
あ
る
と
断
言
し
た
い
と
思
う。

地
の
先
端、

張
り
出
し
た
と
こ
ろ
に
み
ら
れ
る
」

と
あ
る
。

ま
た
北
九
州
に
多

ぃ
ー
丸
地
名
は
治
郎
丸
・

三
郎
丸
・

五
郎
丸
な
ど
の
よ
う
に、

そ
の
土
地
の
開

拓
者、

所
有
者
を
示
す
と
い
う
説
が
あ
る
。

地
名
研
究
家
の
森
岡
浩
氏
に
よ
れ

ば
『
こ
う
し
た
「
ー
丸」

と
い
う
名
字
は
九
州
に
集
中
し
て
い
ま
す。

江
戸
時

代
以
前
各
地
で
次
々
と
新
田
が
開
発
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
新
田
は
開
発
し

た
人
の
名
前
や
住
ん
で
い
た
村
の
名
前
を
と
っ

て
「
＼
新
田」

と
言
わ
れ
る
こ

と
が
多
か
っ

た
の
で
す
が、

九
州
で
は
「
＼
丸」

と
い
う
呼
び
方
も
し
た
の
で

す。
』

と
書
い
て
い
る
。

前
記
し
た
よ
う
に，

賀
来
荘
一

0
名
の
う
ち
に
平
丸、

千
代
丸、

次
郎
丸、

乙
丸
と
四
名
も
が
「
1
丸」

名
で
あ
る
の
は
異
常
で
あ
り、

九
州
で
は
こ
の
こ

ろ
語
呂
合
わ
せ
的
に、

地
名
の
最
後
に
「
1
丸」

を
付
け
る
と
い
う
風
調
が
あ
っ

た
と
解
釈
も
で
き
る
。

開
拓
者、

所
有
者
を
示
す
用
語
で
あ
る
と
す
る
説
に
つ

い
て
は
こ
れ
も
前
に
書
い
た
が、

鳥
羽
院
の
時、

大
宮
司
大
神
広
房
が
勅
勘
を

蒙
り、

平
時
信
が
こ
の
地
を
拝
領、

の
ち
に
相
伝
さ
れ
た
。
（
正
応
二

年
三
月

付
の
大
宮
司
経
妙
申
状
案）
。

こ
の
平
時
信
の
土
地
と
い
う
意
味
で
平
丸
が
地

名
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
い
は
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
少
し
迫

力
に
欠
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
学
問
的
に
探
究
す
れ
ば、

「
平」

と

い
う
地
名
の
分
布
と、

地
形
上
の
位
置
関
係
か
ら
判
断
し
て、

「
平
丸
名」

は

江
戸
期
に
「
東
院
村」

と
し
て、

府
内
藩
中
郷
来
鉢
組
に
属
し
た
現
在
の
大
分

の
分
布
か
ら
見
て
い
こ
う。
（
付

図
ー
を
参
照）
。

大
字
東
院
内
で
は
ま
ず
小
字
の
「
平
惣
」

が
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
「

平
惣」

は
「
平
総」

と
も
書
か
れ
て
い
る
。

語
源
的
に
は
「
惣」

と
「
総」

は
同
義
で、

角
川
漢
和
中
辞
典
に
よ
れ
ば、

「
惣
•

そ
う
じ
て
。

す
べ
て．

だ

い
た
い
。

総
が
書
き
か
え
字」
。
「
総
・

①
ふ
さ
②
す
べ
る
。

集
め
る
。

集
め
合

し
め
く
く
る
。

ひ
と
ま
と
め
に
す
る
。

④
す
べ
お
さ
め

わ
せ
る。

③
し
め
る
。

る。

と
り
し
ま
る
。

支
配
す
る
。

⑤
物
事
が
集
ま
る
こ
と
。

ま
と
ま
る
こ
と
。

⑥
す
べ
て
。

み
ん
な。
」

と
あ
る
。

丸
に
つ
い
て
は
「
丸・
イ
ま
る
ま
る。

全
体。

ロ
ま
る
。

円。

人
名、

船
名
な
ど
に
添
え
る
語。
」

と
同
辞
典
は
解
説
し
て

い
る
の
で、

こ
の
「
惣、

総、

丸」

は
ほ
と
ん
ど
同
義
語
と
考
え
て
間
違
い
あ

る
ま
い
。

や
や
牽
強
付
会
に
す
ぎ
る
か
も
知
れ
な
い
が、

小
字
「
平
惣」

は
「
平

丸」

で
は
な
い
か
と
思
う。

小
字
で
は
ほ
か
に
「
堤
平」

が
あ
り、

小
字
内
の
「
平」

を
見
て
み
る
と、

奈
良
原
（
平
境）
・

猪
ノ
迫
（
地
蔵
平、

大
平）
・

中
苑
（
平）
・

小
原
（
大
石
平）

と
多
い
。

東
院
の
周
辺
に
も、

平
田
（
大
字
賀
来）、

平
（
大
字
中
尾）

が
あ
り、

ま
た
地
図
外
の
大
字
三
船
地
区
に
も
「
平」
が
あ
る
。

こ
の
中
尾
と
三
船
の
「
平」

は
い
ず
れ
も
背
後
が
丘
陵
地
で
あ
り、

次
に
指
摘
す
る
地
形
上
の
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
で
も
あ
る。

次
に
地
形
上
の
観
点
か
ら
「
平
丸」

を
探
し
て
み
よ
う。

楠
原
氏
の
言
う
「
川

の
曲
流
部、

山
裾
の
湾
曲
部」

説
に
従
う
と
。

ま
ず
賀
来
川
の
流
路
が
上
流
の

泉
橋
付
近
で
左
折
し、

さ
ら
に
専
徳
寺
下
で
右
折
す
る
と
い
う
風
に
大
き
く
曲

流
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
左
岸
の
「
千
代
丸
名」

と
共
通
す

る
地
形
上
の
特
徴
で
あ
る
。

次
に
「
山
裾
の
湾
曲
部」

に
つ
い
て
で
あ
る
が、

こ
れ
は
付
図
2
で
明
ら
か
な
よ
う
に、

左
岸
の
「

千
代
丸
名」

が
典
型
的
で
あ
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探
究
の
上
で
必
須
で
あ
る 、

地
名
と
地
形
上
の
要
素
か
ら
判
断
し
て 、

平
丸
名

る
。 山

裾
の
「
平
丸」

を
強
調
す
る
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
の
は
注
目
す
べ

き
で
あ

の る
。

「
千
代
丸
名」

の
北
辺
は
耕
地
の
す
ぐ
近
く
か
ら
丘
陵
に
囲
ま
れ
て
い
る

。

対
岸
に
位
置
す
る
大
字
東
院
も
ほ
ぼ
同
様
に
大
分
大
学
医
学
部
キ
ャ
ン
バ
ス
か

「
平」

と 、

大
字
中
尾
の

ら
中
尾
台
に
連
な
る
丘
陵
に
囲
ま
れ
て
い
る

。

こ
こ
で
先
に
述
べ

た
大
字
三
船

「
平」

地
名
が 、

賀
来
川
の
上
流
と
下
流
に
あ
り 、

賀
来
JI
を
は
さ
ん
で 、

「
千
代
丸
名」

と
「
大
字
東
院
（
平
丸
名）
」

の
平
地

部
分
が
円
状
に
丘
陵
地
に
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
鮮
明
に
わ
か
る

。

地
名
語
源

は
旧
東
院
村 、

現
在
の
大
分
市
大
字
東
院
で
あ
る
と
断
定
し
て
間
違
い
あ
る
ま

挟

付図 1 N 間

大字賀来・中尾・東院・
宮苑の小字図 ］ 

三船

挟

間

-55-
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間

町

付図2 大字賀来・中尾・東院・宮苑の土地利用状況復元図

- 5 6-



図

田

帳

に

平

丸

名

三

十

町

と

あ

る。

大

字

東

院

と

い

う

狭
い

地

域

に

は

無

理

な

町

歩

の

よ

う

な

気

も

す

る

が、

条

里

制

地

割

を

考

慮

に

入

れ

る

と

十

分

納

得

し

う

る

面

積

で

あ

る

こ

と

が

わ

か

る。

大
分
市
史
・

上
（
昭
和
六
十
二
年
刊）

の
記
述
に
よ
れ
ば

「
大
分
川
の
支
流、

賀
来
川
右
岸
の
東
院
か
ら
賀
来
・

中
尾
に
か
け
て、

ほ

ぼ
東
西
十
五
町、

南
北
五
町
の
範
囲
に
条
里
地
割
の
遺
構
が
み
ら
れ
る。

し
か

し
賀
来
川
の
左
岸
に
は
み
ら
れ
な
い
。

条
里
の
仔
線
は
約―
二
十
度
東
偏
し
て
い

る
が、

こ
れ
は
賀
来
川
の
作
っ

た
氾
濫
原
の
傾
斜
に
従
っ

て
い
る
も
の
と
い
え

よ
う。

坪
内
の
地
割
は
ブ
ロ
ッ
ク
状
の
地
割
が
多
く、

他
の
地
区
の
条
里
地
割

と
は
様
相
を
異
に
す
る。

条
里
地
割
は
賀
来
川
の
氾
濫
原
上
位
面
に
の
っ

て
い

る
が、

下
流
部
の
大
分
川
と
の
合
流
点
に
近
い
と
こ
ろ
で
は
旧
河
道
の
跡
も
認

め
ら
れ
る。

自
然
堤
防
上
に
は
中
島
な
ど
の
集
落
が
立
地
し、

こ
の
付
近
で
は

条
里
地
割
も
断
片
的
に
し
か
み
ら
れ
な
い
。
」

と
あ
る
。

条
里
地
域
周
辺
を
調

査
し
た
結
果、

東
院
公
民
館
（
大
字
東
院
中
苑）

か
ら
中
島
の
自
然
堤
防
跡
ま

で
ほ
ぼ
直
線
で
東
西
約
2
キ
ロ
で
あ
り、

医
大
バ
イ
パ
ス
の
賀
来
川
橋
東
バ
ス

停
交
差
点
が
中
間
点
で
あ
る。

こ
の
地
点
は
「
白
紙」

と
い
う
小
字
地
名
で
東

院
・

中
尾
・

賀
来
の
三
大
字
に
そ
れ
ぞ
れ
あ
る．

小
字
白
紙
は
三
大
字
の
境
界

に
あ
り
隣
接
し
て
お
り、

平
丸
郡
司
藤
原
貞
助
が
由
原
宮
に
省
進
し
た、

「
阿

南
郷
内
黒
田
里
九
坪」

の
故
地
と
み
ら
れ
て
い
る。
（
付
図
ー
を
参
照）

東
院

の
白
紙
か
ら
小
畑
ま
で
約
5
0
0
メ
ー
ト
ル
（
五
町）

が
大
字
東
院
内
の
条
里

地
割
と
考
え
ら
れ
る。

約
二
十
五
町
歩
に
な
る
が
荒
廃
地
も
含
ん
で
の
こ
と
で

あ
り、

耕
地
と
し
て
は
約
二
十
ニ
ー
三
町
歩
位
か
と
思
わ
れ
る
。

東
院
は
古
く

賀
来
の
条
里
地
割
に
つ
い
て

か
ら
豊
後
国
府
よ
り
古
野
・

赤
野
・

朴
の
木
の
台
地
を
経
て
．

木
綿
郷
・

玖
珠
・

日
田
・

筑
紫
方
面
に
通
ず
る
旧
官
道
の
通
路
で
あ
り、

一

帯
の
台
地
は
地
味
肥

沃
で、

早
く
か
ら
の
農
耕
地
で
あ
っ

た
。

今
こ
の
地
は
倉
本
と
呼
ば
れ、

一

帯

の
平
地
を
都
原
と
言
っ

て
い
る
が
か
つ
て
屯
倉
が
置
か
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
る。

ま
た
賀
来
川
沿
い
の
板
川
原、

中
苑，

五
田、

小
畑
な
ど
に

平
地
が
あ
り、

都
合
面
積
三
十
町
は
妥
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う。

渡
辺
澄
夫
氏
の
見
解

は
「
豊
後
国
荘
園
公
領
史
料
集
成
第
五
巻
」

あ
る。

少
し
長
い
が
左
記
に
掲
げ
よ
う。

『
保
延
五
年
（
―
-

三
九）

の
解
説、

（
四
）

賀
来
荘
の
項
に

の
平
丸
郡
司
藤
原
貞
助
寄
進
状
に、

「
阿
南
郷
内

黒
田
里
玖
坪
一

丁」

が
由
原
宮
大
般
若
修
理
田
と
し
て
寄
進
さ
れ
て
い
る。

こ

れ
は
そ
の
後
国
司
交
替
毎
に
免
判
を
受
け
て
い
る。

こ
う
し
た
免
田
は
完
全
な

無
税
地
で
は
な
い
が、

宮
師
の
所
領
と
し
て
相
伝
さ
れ
る
慣
例
で、

長
寛
二
年

(
-
―

六
四）

の
院
請
譲
状
に
「
大
般
若
修
理
田
一

丁
在
賀
来」

と
あ
る
の
は、

そ
の
用
途
と
い
い、

面
積
と
い
い、

藤
原
貞
助
寄
進
状
と
一

致
す
る。

こ
れ
に

よ
る
と、

阿
南
郷
黒
田
里
と
い
う
地
域
が
賀
来
に
あ
り、

し
か
も
同
地
域
が
条

里
制
施
行
地
で、

こ
こ
に
右
の
免
田
一

町
の
在
っ

た
こ
と
が
わ
か
る。

同
譲
状

に
見
え
る
「
新
立
仁
王
請
一

丁
在
賀
来」

も、

と
思
わ
れ
る。

承
安
二
年
(
-
―

七
二
）

お
そ
ら
く
同
所
に
あ
っ

た
も
の

の
宮
師
僧
定
清
・

御
前
検
校
僧
尊
印
連
署
解
状
に

よ
る
と、

大
般
若
修
理
田
・

仁
王
請
田
•

最
勝
請
田
等
に
対
し
て、

平
丸
弁
済

大
分
県
の
中
世
史
研
究
を
牽
引
さ
れ
た
渡
辺
澄
夫
氏
の
本
件
に
関
す
る
見
解
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第10図 賀来地区の条里地割分布
（使用地形図は昭和23年国土地理院発行）
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使
か
ら
建
春
門
院
御
願
寺
作
料
を
切
り
宛
て
苛
責
さ
れ
た
事
を
訴
え
國
裁
を
請

う
て
い
る
。

平
丸
弁
済
使
と
い

う
の
は、

「
平
丸
所
当
米
」

と
か
「
阿
南
郷
・

平
丸
名」

と
あ
る
国
領
平
丸
名
（
保
と
も
）

の
平
丸
で、

そ
の
弁
済
使
の
こ
と

で
あ
る
。

大
般
若
修
理
田
一

丁
の
寄
進
者
藤
原
貞
助
が、

自
ら
「
平
丸
郡
司
」

と
称
し
て
い
る
点
か
ら
察
す
れ
ば、

平
丸
名
（
保）

は
大
分
郡
司
職
田
に
発
す

る
郡
司
名
か、

な
い
し
は
郡
司
開
発
の
別
名
で
あ
ろ
う。

そ
の
名
内
の
地
を
省

進
し
て
免
判
を
得
た
所
に、

他
の
平
丸
名
田
と
同
様
建
春
門
院
御
願
寺
作
料
を

弁
済
使
か
ら
賦
課
し
苛
責
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う。

右
寄
進
田
が
条
里
坪
付
標

示
に
な
っ

て
い
る
事
実
か
ら
推
測
す
れ
ば、

今
日
の
由
布
川
下
流
賀
来
川
が
大

分
川
本
流
に
合
流
す
る
一

帯
の
条
里
遺
構
の
地
が、

平
丸
名
の
故
地
で
は
な
か

ろ
う
か
。
』

渡
辺
氏
は
明
確
に
比
定
は
さ
れ
て
い
な
い
が、

「
賀
来
条
里
地
割
地
域
一

帯」

を
想
定
さ
れ
て
い
る
。

氏
は
「
千
代
丸
名
」

に
つ
い
て
は、

千
代
丸
と
い
う
地

名
が
あ
る
点
を
根
拠
に
し
て
比
定
さ
れ
て
い
る
が、

平
丸
名
の
場
合
は
確
た
る

証
拠
が
な
い
た
め
推
測
に
と
ど
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う。
氏
の
作
図
に
な
る
「
阿

南
荘
・

賀

来
荘
図」

に
は
「
平
丸
名
？
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

東
院
と
宮
苑
は
賀
来
川
を
挟
ん
で
古
代
か
ら
緊
密
な
関
係
に
あ
っ

た
。

千
代

丸
古
墳
の

被
葬
者
は
こ
の
地
域
を
支
配
す
る
豪
族
の

長
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。

地
元
で
は
「
昔
は
一

村
で
あ
っ

た
が
宮
苑
は
東
院
か
ら
分
か
れ
た
」

と
い

う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

宮
苑
中
村
に
あ
る
専
徳
寺
は
寺
伝
に
よ
る
と、

も
と
は
東
院
の
都
原
の
北
西
隅
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う。

荘
園
公
領
時
代
に
平

お
わ
り
に

丸
名
（
東
院）
、

千
代
丸
名
（
宮
苑
）

と
し
て

賀
来
荘
に
属
し、

由
原
宮
の
神

領
と
し
て、

同
宮
を
経
済
的
に
支
え
た
両
村
は、

江
戸
期
に
は
府
内
藩
中
郷
に

属
し、

東
院
村
は
来
鉢
組
に、

宮
苑
村
は
内
成
組
に
属
し
た
。

元
禄
十
四
年
の

村
高
を
見
て
み
る
と、

東
院
村
・

五
三
0
石、

宮
苑
村
・

三
九
二

石
と
い
ず
れ

も
大
村
で
あ
っ

た
。

明
治
二

十
二

年
の
町
村
制
施
行
で
旧
東
院
村
は
由
布
川
村
に、

旧
宮
苑
村
は
石

城
川
村
に
組
み
込
ま
れ
た
。

昭
和
二

十
九
年
の
昭
和
の
大
合
併
に
よ
っ

て、

新
生
挟
間
村
（
翌
年
町
制）

が

誕
生
両
村
は
と
も
に
そ
の
一

員
と
な
っ

た
が、

昭
和
三
十
一

年
に
賀
来
地
区
が

新
生
大
分
村
を
成
立
さ
せ
る
と、

と
も
に
挟
間
町
か
ら
分
離
し、

大
分
村
（
町

制）

に

編
入
合
併
し、

か
つ
て
の

賀
来
荘
時
代
の
並
存
関
係
に
立
ち
戻
っ

た
。

両
村
の

歴
史
的
近
隣
関
係
が
導
い
た
も
の
で
あ
ろ
う。

そ
の

後
大
分
市
に
編

入、

旧
村
名
は
大
字
と
し
て
今
日
に
活
き
て
い
る
。

医
大
バ

イ
パ
ス
の
高
台
か
ら
眼
下
を
一

望
す
る
と、

旧
村
東
院
・

宮
苑
は
賀
来

川
を
挟
ん
で
さ
な
が
ら
一

村
の
ご
と
く
で
あ
り、

条
里
制
の
面
影
を
残
す
水
田

も
交
じ
り
そ
の
田
園
風
景
は、

平
丸
名
・

千
代
丸
名
の

頃
を
防
彿
と
さ
せ
る
、

歴
史
的
景
観
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。

註
・

付
図
ー
・
2
は
大
分
市
歴
史
資
料
館
編
集
の
「
府
内
及
び
大
友
氏
関
係
遺

跡
総
合
調
査
研
究
年
報
VII
」

を
引
用
し
た
。
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